


（案） 

児童虐待対応の連携強化に関する協定書 

児童虐待対応においては、関係機関が緊密に連携して情報を共有し、早期発見、早期対処していくことが必要で

あることから、児童の安全確保を目的に目黒区と警視庁生活安全部少年育成課は、下記のとおり児童虐待対応の

連携強化に関する協定を締結する。 

記 

１ 情報共有 

（１）情報提供 

別紙「細部事項１情報提供」に基づき実施する。 

（２）通告時の判断に資する警察署からの照会 

   子ども家庭支援センターは、目黒区内の警察署から事案の提供と併せ取扱歴の照会があった場合、目黒区長

と目黒区内各警察署長が締結する「児童虐待対応の連携強化に関する覚書」で定める事項により回答するこ

ととし、また、区外の警察署から事案の提供と併せ取扱歴の照会があった場合にも可能な限り同様に対応す

る。 

（３）確実な記録と保秘の徹底 

   共有した情報については確実に相互のシステムに記録し、今後の児童虐待対応に活用するとともに、保秘の

徹底に努める。 

２ 「虐待予防・早期発見に視点を置いた支援」に向けた警察情報の活用 

 別紙「細部事項２「虐待予防・早期発見に視点を置いた支援」に向けた警察情報の活用」に基づき実施する。 

３ 要保護児童対策地域協議会における連携の促進 

 目黒区と警視庁生活安全部少年育成課は、同区が事務局となる要保護児童対策地域協議会において、情報交換、

意見交換が積極的に行われるよう必要な働きかけを行う。 

４ 普及啓発活動の推進 

   目黒区と警視庁生活安全部少年育成課は、連携して、児童虐待防止に関して広く区民の理解・協力が得られる

よう、キャンペーンを開催する等普及啓発活動を推進する。 

５ 研修等における相互協力の推進 

 目黒区と警視庁生活安全部少年育成課は、更なる協力関係の構築を図るため研修や各種会議等の開催を推進

する。 

 

以上を確認し、本書面２通を作成し、それぞれ署名押印の上保管する。 

なお、内容について申し出があった場合は、その都度協議するものとする。 

この協定の内容は、令和〇年〇月〇日から実施する。 

 

令 和 〇 年 〇 月 〇 日 

 

 

目 黒 区 長                                       

 

 

警視庁生活安全部少年育成課長                      

 

 

 

 

 

別紙　１



別紙 

 

細部事項 

 

１ 情報提供 

（１）目黒区子ども家庭支援センター（以下、子ども家庭支援センターという。）から警察に提供する情報 

ア 緊急の対応が必要な虐待情報 

提 供 対 象 (ア) 児童の生命、身体に対して危害が加えられているおそれ又は切迫している事案 

・ 外傷等を伴うもの（例示列挙） 

頭部外傷（ＳＢＳ含む）、骨折、内臓損傷、凶器使用、熱湯等による火傷、乳幼児

に対する（特に夏期の）車両放置、身体拘束、監禁、異物又は薬物を飲ませる、 

本人の訴え、（外傷が認められる）医療機関からの通告、繰り返される暴力、不審な

傷、あざ、治療拒否、脱水症状、栄養失調、衰弱、首絞め、心中自殺強要及び教唆、

性暴力被害 

・ 安全確認に関するもの 

保護者が児童の安全確認に強く抵抗しているものや通告時点で児童の安全確認

を行うことができていないもの 

(イ） 子ども家庭支援センター所長が必要と認めた事案 

提 供 内 容 以下のうち、子ども家庭支援センターが把握している事項 

虐待種別／児童氏名・生年月日／主たる虐待者／住所・連絡先／家族状況／相談内容／

その他参考事項 

提 供 方 法 即報 １１０番通報又は警察署へ来署・電話相談 

データ 速やかに、子ども家庭支援センターから警視庁生活安全部少年育成課へデータ

提供 

提 供 頻 度 即報 即時 

データ 随時 

提供後の処理 警視庁生活安全部少年育成課はシステムに登録する 

  



  

 

 

 

イ 危険性が高くなる可能性のある虐待情報 

提 供 対 象 (ア) 身体的虐待、ネグレクト、性的虐待があると考えられる事案 

   ただし、警察による通告事案（児童相談所からの送致事案）を除く                      

(イ) 子ども家庭支援センター所長が必要と認めた事案 

(ウ) 児童相談所が児童虐待に起因した一時保護又は施設入所・里親委託等の措置をして

いる事案であって、当該措置を解除し家庭復帰したものについて子ども家庭支援セン

ターが把握しているもの 

提 供 内 容 以下のうち、子ども家庭支援センターが把握している事項 

虐待種別／児童氏名・生年月日／警察関与の有無（上記(イ)に限る）／主たる虐待者／

住所・連絡先／家族状況／相談内容／その他参考事項（一時保護回数・措置回数等の把握

情報を含む） 

提 供 方 法 子ども家庭支援センターから警視庁生活安全部少年育成課へデータ提供 

提 供 頻 度 月に１回（１か月分の対象情報を翌月に提供） 

提供後の処理 ・ 警視庁生活安全部少年育成課はシステムに登録後、当該児童の住居地を管轄する警察

署に情報を提供する 

・ 情報提供受理後、警察署において当該児童を取扱った場合、その都度、子ども家庭支

援センターへ取扱状況等を連絡する。また、調査のため子ども家庭支援センターから 

問合せがあった場合には必要な範囲で情報提供を行う 

ウ 児童の安全確認ができない虐待情報 

提 供 対 象 (ア) 子ども家庭支援センターが通告を受理した後、調査結果等諸般の情報から早急に 

警察への協力を要請する判断には至らないものの、児童と面会ができず、４８時間 

以内に児童の安全確認ができない事案 

ただし、以下の事項は除く 

   ・ 他の関係機関によって把握されている状況等を勘案し、緊急性に乏しいと判断 

   される場合 

・ 災害時など子ども家庭支援センターが４８時間以内に児童の安全確認が行えない

やむを得ない理由がある場合 

(イ)  子ども家庭支援センター所長が今後の連携のために提供が必要と認めた事案  

提 供 内 容 以下のうち、子ども家庭支援センターが把握している事項 

虐待種別／児童氏名・生年月日／主たる虐待者／住所・連絡先／家族状況／相談内容／

その他参考事項 

提 供 方 法 子ども家庭支援センターから警視庁生活安全部少年育成課へデータ提供 

提 供 頻 度 随時 

提供後の処理 

 

警視庁生活安全部少年育成課はシステムに登録するとともに、今後、子ども家庭支援セン 

ターから協力を要請されることがある旨を当該児童の住居地を管轄する警察署に通知する 

そ の 他 情報提供後に各種取扱いを通じて当該児童の安全が確認された場合は、相互に結果連絡を 

行う 



 

 

（２）警察から子ども家庭支援センターに提供する情報 

警察が取扱った虐待情報 

提 供 対 象 児童虐待の疑いがあるとして調査した事案 

 提 供 内 容 児童氏名・生年月日／住所／取扱状況／その他参考事項 

 提 供 方 法 ア 管轄警察署から子ども家庭支援センターへ取扱歴を照会する機会に提供 

イ 警視庁生活安全部少年育成課が集約した上記アの情報を子ども家庭支援センターに

データにより提供 

 提 供 頻 度 上記ア 随時 

上記イ 月に１回 

提供後の処理 子ども家庭支援センターはシステムに登録する 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ ケース移管に係る虐待情報 

提 供 対 象 (ア) 目黒区以外の自治体からケース移管された事案 

(イ) 目黒区以外の自治体へケース移管した事案 

提 供 内 容 以下のうち、子ども家庭支援センターが把握している事項 

虐待種別／児童氏名・生年月日／警察関与の有無／主たる虐待者／転出先及び転入先 

（予定含む）／保護者連絡先／家族状況／他の自治体で把握した情報／その他参考事項 

提 供 方 法 子ども家庭支援センターから警視庁生活安全部少年育成課へデータ提供 

提 供 頻 度 随時 

提供後の処理 ・ 警視庁生活安全部少年育成課はシステムに登録後、 

上記（ア）については、当該児童の転入先の住居地を管轄する警視庁管内の 

警察署 

上記（イ）については、当該児童の転出先の住居地を管轄する警視庁管内の 

警察署又は他道府県警察本部 

に情報を提供する 

・ 情報提供受理後、警視庁管内の警察署において当該児童を取扱った場合、その都度、

子ども家庭支援センターへ取扱状況等を連絡する。また、調査のため子ども家庭支援 

センターから問合せがあった場合には必要な範囲で情報提供を行う 



２ 「虐待予防・早期発見に視点を置いた支援」に向けた警察情報の活用 

子ども家庭支援センターから警察への確認 

目   的 「市町村子ども家庭支援指針」（ガイドライン）における「虐待予防・早期発見に視点を

置いた支援」に基づき、子ども家庭支援センターが対応する事案について警察情報を活用

し、児童虐待の予防・早期発見に資することを目的とする 

 確 認 事 項 児童及び保護者の住所・氏名・生年月日・性別 

 確 認 方 法 子ども家庭支援センターから警視庁生活安全部少年育成課へデータにより照会する 

 確 認 頻 度 月に１回（１か月分の対象情報を翌月に照会） 

確認後の処理 

 

警視庁生活安全部少年育成課は子ども家庭支援センターから照会された内容について

警察が保有する関連情報を確認し、これに基づき判断した結果を回答する 

 



（案） 

児童虐待対応の連携強化に関する覚書 

目黒区と警視庁目黒警察署、警視庁碑文谷警察署（以下、区内各警察署という。）は、下記のとおり児童虐待対応の

連携強化に関する覚書を取り交わす。 

記 

１ 情報共有 

児童虐待事案（児童虐待の疑いのある事案含む。以下同じ。）に的確な対応を図るため、目黒区長と警視庁生活安全

部少年育成課長が締結する「児童虐待対応の連携強化に関する協定書」（以下、協定書という。）で定める事項につ

いて適切に推進するほか、平素の連携等を通じ、必要に応じて相互に保有する情報を共有し、要保護児童の安全確保

に努める。 

（１）目黒区子ども家庭支援センター（以下、子ども家庭支援センターという。）から区内各警察署への情報提供 

協定書に定める内容に基づき実施する。 

（２）区内各警察署から子ども家庭支援センターへの情報提供 

ア 区内各警察署は、児童虐待事案を取扱った場合、子ども家庭支援センターに対して当該児童に係る過去の取扱状

況等について照会を実施し、それにより得られた情報を勘案した上で、当該児童に係る児童相談所への通告要否を

判断する。 

イ 区内各警察署が子ども家庭支援センターに対して行う照会は、児童の氏名、生年月日、住所、取扱状況等を伝

え、これを情報提供として取扱う。 

ウ 子ども家庭支援センターは、区内各警察署からの照会に対し記録等を確認し、適切に回答する。 

（３）情報の照会・回答先及び情報の管理 

情報の照会及び回答を行う連絡先は、あらかじめ決められた子ども家庭支援センター及び区内各警察署の電話

番号とし、相手先の担当者及び照会に係る情報のほか、相互に共有した情報については確実にシステム等に記録

し、今後の児童虐待対応に活用するとともに保秘の徹底等適切な管理に努める。 

（４）その他  

ア 子ども家庭支援センターは、区内各警察署に児童虐待事案及びその予防や早期発見に係る対応について、要

保護児童対策地域協議会個別ケース検討会議への参加を積極的に要請し、区内各警察署が応じることで相互の

情報共有を図る。 

イ 上記のほか、事案の緊急性・必要性に応じ、随時、相互の情報共有に努め、要保護児童の安全確保に努める。 

２ 児童の安全確認時における連携 

（１）子ども家庭支援センターが、児童虐待を受けたと思われる児童の安全確認を行った結果、保護者が児童と会

わせることを拒むなど、安全確認ができない場合は、児童の住居地を管轄する区内の警察署に相談し、警察署と

子ども家庭支援センターが連携して児童の安全確認のため必要な対応を行う。 

（２）子ども家庭支援センターが、上記安全確認の結果、児童の居所が判明しない場合は、必要に応じ、児童の住居

地を管轄する区内の警察署に相談し、警察署と子ども家庭支援センターが連携して児童の安全確認のため必要な

対応を行う。 

（３）子ども家庭支援センターと区内各警察署は、児童の安全確認に関する事項について、相互に連絡を行う。 

（４）子ども家庭支援センターと区内各警察署は、通告（報）者保護の観点に配慮し、保秘の徹底に努める。 

３ 平素からの連携 

  子ども家庭支援センターと区内各警察署は、協定書に定める内容に限らず、あらゆる機会を通じて相互理解を

深め、緊密な連絡体制の構築に努める。 

４ 覚書内容の見直し 

この覚書に関する事項は、子ども家庭支援センターまたは区内各警察署の要請により、適宜見直しを実施する。 

以上を確認し、本書面３通を作成し、それぞれ署名押印の上保管する。 

なお、この覚書の内容は令和〇年〇月〇日から実施し、同日をもって平成３０年１０月２３日付「児童虐待の未然防 

止と要保護児童の早期発見に向けた情報共有等に関する協定書」は廃止とする。 
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令 和 〇 年 〇 月 〇 日  

 

 

 

 

 

目 黒 区 長    

 

 

 

 

 

警 視 庁 目 黒 警 察 署 長    

 

 

 

 

 

警 視 庁 碑 文 谷 警 察 署 長    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



資 料
令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日
少 年 育 成 課

１情報の共有
（児童相談所と同水準での情報共有）

３要保護児童対策地域協議会など連携の促進

４普及啓発活動の推進

５研修等における相互協力の推進
警
察
署

２警察情報の活用
（区市町村の要望を受けて警察情報に基づき回答）

➡ 迅速かつ的確な児童虐待対応
児童の安全確保が一層強化

➡ 要対協など連携が活性化
児童虐待の予防・早期発見

緊急性のある事案
１１０番
事件相談 ※イメージ

新たな協定・覚書の概要

児童虐待対応における区市町村（子ども家庭支援センター等）との連携強化

児童虐待の疑いで
調査した事案

データ提供

警
視
庁
（
少
年
育
成
課
）

過去の取り扱い等から
総合的に判断して回答

回 答

警
視
庁
（
少
年
育
成
課
）

警
察
署

【協定】区市町村と少年育成課（本部主管課）

【覚書】区市町村と管轄警察署（第一線現場）

平素の連携に関する事項
（第一線における連携等）

覚
書

統一運用が必要な事項
（情報共有や警察情報等）

協
定

警
察
署

少
年
育
成
課

区

市

町

村

協定・覚書 により 明文化
データ提供
（随時／定期）

・虐待三態様
（身体的・性的・ネグレクト)

・家庭復帰情報
・４８時間未確認

・ケース移管

国が定める基準に沿った項目

注意を要する家庭

区
市
町
村
（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）

照 会
（定期）

虐待以外の取り扱いで疑義がある

厚労省「アセスメントシート」に
該当するなど(着眼点を共有)

虐待ではないけど
大丈夫かしら？区

市
町
村
（
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
等
）

要対協要請

来署相談

対応会議に諮ろう

警察に相談しよう

① 情報共有対象や方法を具体化 ➡

② 区市町村における警察情報の活用 ➡

③ いわゆる要対協や研修会等の促進 ➡

区市町村
子ども家庭支援センター等

警視庁
警察署 + 少年育成課

新たな協定・覚書
（具体的な連携へ）

連携強化により期待される効果

▲具体性な枠組みがない
（多くが理念的な協定にとどまる）

東京都
児童相談所

警視庁
警察署等

なし／
理念的

共有の協定
（独自締結）

共有ルール
（東京ルール）

区市町村
子ども家庭支援センター等

▲協定なし
or▲理念的

予防や早期発見、重篤化の防止

国が求める情報共有体制の構築

現場対応における連携等の強化

現 状（▲区市町村⇔警察）

Administrator
スタンプ


